
○大洗町空き家解体・利活用事業補助金交付要綱 

(令和 2年 9月 16日告示第 82号) 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は，安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため，町内に

ある老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに，跡地の利活用促進

を図るため，空き家の解体に要する費用に対し，予算の範囲内で補助することについ

て，大洗町補助金交付に関する規則(昭和 52年大洗町規則第 22号)に定めるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第 2条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き家 町内に存し，現に居住その他の用に供されていない家屋をいう。 

(2) 戸建住宅 一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。 

(3) 併用住宅 一つの敷地に独立して建てられた建築物内に居住部分及び店舗又は事

務所等居住以外の用途の部分が併存している住宅(集合住宅を除く。)をいう。 

(補助対象の空き家) 

第 3条 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は，次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

(1) 戸建住宅又は併用住宅であること。 

(2) 昭和 56年 5月 31日以前に建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第 6条第 1項に規

定する確認を受けて建築されたもので，補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物

並びにその敷地が 1年以上使用されていないものであること。 

(3) 延べ床面積が 50平方メートル以上(併用住宅にあっては，居住部分の床面積が延

べ床面積の 2分の 1以上かつ 50平方メートル以上)であること。 

(4) 個人の所有するものであること。 

(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。 

(6) 公共事業の補償の対象となっていないこと。 

(7) 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 

(補助対象者) 

第 4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし，共有名義の場合は，全ての共有者

から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。 

(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし，相続人が複数の場合は，

全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。 



(3) 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であ

ること。ただし，補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得

た者に限る。 

(4) 不在者財産管理人，成年後見人，公的機関等が発行した書類により，補助対象空

き家を処分する権限を有すると認められる者であること。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助対象者としな

い。 

(1) 町税，後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合 

(2) 大洗町暴力団排除条例(平成 23年大洗町条例第 25号)第 2条第 2号に規定する暴

力団員(暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者を含む。)と認められる者

に該当する場合 

(補助対象工事) 

第 5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は，次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

(1) 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物，敷地内の樹木等を除却し，原則更

地にする工事であること。 

(2) 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であるこ

と。 

(3) 解体に要する費用(以下「解体工事費」という。)が 50万円以上であること。 

(4) 建設業法(昭和 24年法律第 100号)別表第 1に掲げる土木工事業，建築工事業，解

体工事業に係る同法第 3条第 1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104号)第 21条第 1項の規定による

登録を受けた者が請け負う解体工事であること。 

(補助対象経費) 

第 6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は，次に掲げる

経費とする。 

(1) 補助対象工事の工事費 

(2) 補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土

地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く) 

(3) 周囲への安全を確保する上で，補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うこ

とが適当であると町長が認める工事等に係る経費 

(4) 前３号に係る諸経費 

2 前項の規定にかかわらず，補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は，補助対

象経費としない。 

3 補助対象空き家が併用住宅である場合の居住部分については，解体工事費を居住部分

と居住部分以外の部分の床面積の割合で按分して補助対象経費を算出するものとする。 



(補助金の額) 

第 7条 補助金の額は，補助対象経費に 3分の 1を乗じて得た額(その額に 1,000円未満

の端数があるときは，当該端数を切り捨てた額)とし，30万円を限度とする。 

2 前項の補助金の交付を受けて空き家を解体した者のうち，その土地利用について次の

各号のいずれかに該当する者は，跡地利用促進補助金を交付する。 

(1) 補助対象空き家を解体した日から１年以内に跡地を売却等により所有権を移転又

は賃貸(使用貸借を含む。以下同じ。)した者 

(2) 補助対象空き家を解体した日から 1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク，

公共空地，共同農園等，地域住民の利便性向上に資するもので，町に事前相談した

ものに限る。)に供した者 

3 跡地利用促進補助金の額は，補助対象経費に 6分の 1を乗じて得た額(その額に 1,000

円未満の端数があるときは，当該端数を切り捨てた額)とし，20万円を限度とする。 

4 第 2項第 1号の規定にかかわらず，賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)の相手方が

一親等以内の親族である者は，補助対象者としない。 

5 補助金の交付は，補助対象者１人につき１回を限度とする。 

(補助金の交付申請) 

第 8条 補助金の交付を受けようとする者は，解体工事着手前に大洗町空き家解体補助金

交付申請書(様式第 1号)に次に掲げる書類を添えて，町長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象空き家の解体前の写真 

(2) 建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は，納税通知書の課税明細書の写し又

は固定資産評価証明書の写し) 

(3) 解体工事の見積書及びその内訳書の写し 

(4) 納税完納証明書 

(5) 委任状(交付申請手続きを他の者に委任する場合に限る。) 

(6) 補助対象空き家の共有者又は相続人の同意書 

(7) 空き家等解体後の跡地に関する誓約書(様式第 2号) 

(8) その他町長が必要と認める書類 

2 跡地利用促進補助金の交付を受けようとする者は，大洗町空き家解体跡地利用促進補

助金交付申請書(様式第 3号)に次に掲げる書類を添えて，町長に提出しなければならな

い。 

(1) 土地の登記事項証明書(未登記の場合は，納税通知書の課税明細書の写し又は固定

資産評価証明書の写し) 

(2) 補助対象解体跡地の共有者又は相続人の同意書 

(3) 跡地の売却等又は賃貸借に係る契約書の写し(補助対象空き家を解体して跡地を売

却等又は賃貸した場合に限る。) 



(4) 事前相談資料(補助対象空き家を解体した後の跡地を公共的利用に供する場合に限

る。) 

(5) その他町長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定及び通知) 

第 9条 町長は，前条第 1項に規定する申請があった場合は，当該申請に係る書類の審査

及び必要な調査を行い，補助金の交付の可否を決定するものとする。 

2 町長は，前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは，大洗町空き家解体

補助金交付決定・却下通知書(様式第 4号)により申請者に通知するものとする。 

3 前条第 2項に規定する申請があった場合は，当該申請に係る書類の審査及び必要な調

査を行い，跡地利用促進補助金の交付の可否を決定するものとする。 

4 町長は，前項の規定により跡地利用促進補助金の交付の可否を決定したときは，大洗

町空き家解体跡地利用促進補助金交付決定・却下通知書(様式第 5号)により申請者に通

知するものとする。 

(権利譲渡の禁止) 

第 10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は，補助

金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し，又は担保に供してはならない， 

(変更又は中止の届出) 

第 11条 交付決定者は，工事の内容を変更し，又は中止しようとするときは，大洗町空

き家解体工事内容変更・中止届出書(様式第 6号)により，速やかに町長に届けなければ

ならない。 

(完了報告) 

第 12条 交付決定者は，工事が完了した日から 30日以内に，大洗町空き家解体工事完了

報告書(様式第 7号)に次に掲げる書類を添えて，町長に報告しなければならない。 

(1) 補助対象工事の請負契約書の写し 

(2) 補助対象工事の領収書の写し 

(3) 廃棄物処分に関する処分証明書の写し 

(4) 完了写真(施工前と同一個所から撮影したもの) 

(5) その他町長が必要と認める書類 

(補助金額の確定) 

第 13 条 町長は前条の規定による報告があったときは，速やかに報告書の審査等を行い，

適当と認めたときは，補助金の額を確定するものとする。 

2 町長は，前項の規定により補助金の額を確定したときは，大洗町空き家解体補助金交

付確定通知書(様式第 8号)により，交付決定者にその旨を通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第 14条 交付決定者は，前条第 2項に規定する通知書を受け取ったときは，大洗町空き

家解体補助金交付請求書(様式第 9号)により，町長に請求しなければならない。 



2 第 9条第 4項に規定する跡地利用促進補助金の交付決定を受けた者は，大洗町空き家

解体跡地利用促進補助金交付請求書(様式第 10号)により，町長に請求しなければなら

ない。 

(補助金交付決定の取消し) 

第 15条 町長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

(3) その他町長が不適当と認めたとき。 

(補助金の返還) 

第 16条 町長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，当該

取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは，交付決定者に対し，

期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

(補則) 

第 17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和 2年 10月 1日から施行する。 


